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  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64 号）第 19 条

第６項に基づき、取組の実施状況を以下のとおり公表します。 

 

１ 男性職員の配偶者出産休暇の取得促進 

 (１) 目標値 取得率 70％ 平均取得日数２日 

 (２) 実 績 令和６年度  取得率    ０％  

    平均取得日数 ０日 

 

２ 年次有給休暇の平均取得日数 

 (１) 目標値 14 日以上 

 (２) 実 績 令和６年  13.1 日 

 

３ 管理職員に占める女性職員の割合 

 (１) 目標値 25%以上 

 (２) 実 績 令和６年度 29.2％（令和６年４月１日時点） 

        令和７年度 30.4％（令和７年４月１日時点） 

 ※ 管理職員とは管理職手当の支給がある職員をいいます。 

 


